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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 3 月 19 日開催の取締役会において株主優待制度の新設に関し、   

下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度新設の目的 

株主の皆様の日頃のご愛顧にお応えするとともに、当社株式を長期に保有していただ

ける魅力あるものにすることを目的としております。 

 

２．株主優待制度の内容 

① 対象株主と実施頻度 

  毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された１千株   

（1 単元）以上を保有していただいている普通株主の皆様を対象として、年１回実施い

たします。 

② 株主優待の内容 

当社グループで取り扱っている商品、サービスの無償提供または優待割引を行います。 

 

３．実施開始時期 

  本年 3月 31 日の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載又は記録された普通株主の

皆様から実施いたします。 

 

以上 

 


